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個人情報保護方針/特定電子メール法対策

資料8 -1-29　特定電子メール法改正に伴う対策［従業員
規模別］

資料8 -1-28　特定電子メール法改正の認知［従業員規模
別］

資料8 - 1- 27　個人情報保護方針の掲載状況［従業員規
模別］

資料8 - 1- 26　個人情報保護方針の掲載状況［2008年
-2009年］
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特定電子メール法改正の認知は6割で未対策企業も多い
個人情報保護方針の掲載状況は「掲載している」が61. 8％で昨年から変化はみられない。個人情
報を取り扱わない企業などもあるが、まだ掲載していない企業も存在している。一方、迷惑メール
対策の強化のため2008年12月に特定電子メール法が改正され、広告宣伝メールの送信について、

「オプトイン方式」が導入された。この改正を認知しているのは63.0％にとどまっており、中小企
業を中心にオプトイン方式に変更できていない企業も多い。
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